春秋会　２０２２年度　３月総会

２０２３年３月２７日（月）大阪弁護士会館　1001号会議室
総会　１８：００～１９：３０　　　　　　　司会　　副幹事長　松井淑子

定足数が１３６名（委任状を含む。）であるところ，出席会員が４３名であり，委任状が１７３通（重複あり）提出された。
　上記のとおり定足数に足る会員の出席があったので，本総会は適法に成立し，幹事長の指名により副幹事長松井淑子が議長となり，開会を宣し，議案の審議に入った。

１　開会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事長　飯島奈絵

２　春秋会　物故者を偲び黙祷　　　　　　　　　　　副幹事長　松井淑子

３　議決事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）春秋会会則の改正　　　　　　　　　　　　　　幹事長　飯島奈絵
	　資料１のとおり。総会へオンライン会議方式を利用して出席した会員の議決権行使を認める規定の新設、総会の委任状を電磁的方法により提出することを認める規定の新設を行う。
　　　どちらに関しても、幹事会は別途決議できるものとするとの但書を置いた。
また、幹事会へのオンライン会議方式、委任状の提示的方法による提出も総会と平仄を合わせて明文化。
　
ア　質疑応答、意見
A会員：但書で「幹事会が別途決議した時はこの限りでない」とあるのは、どの段階での決議を想定しているのか。
幹事長：幹事会を総会の開催方法について協議し、決議した場合を想定している。
A会員：幹事会で次の総会ではリアル決議しかしませんよ、という決議をするという趣旨か。
幹事長：その通りである。
B会員：４条８項で、「その他、人の知覚によっては認識できない方法で」とあるが、これは一般的なのか。
幹事長：近弁連の同様の条項で入っていた記憶である。
B会員：そんな方法があるのかはわからないが、いれる必要があるのか。
幹事長：削ることも検討する。
C会員：８項本文の末尾が「できるる。」になっている。
幹事長：修正する。
D会員：光とか赤外線とかを含めて入っていると理解しているので、そのままで良いと考える。
幹事長：刑法７条の２に「電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚におっては認識することが出来ない方式で作られる」とある
E会員：「電子的方式、磁気的方式」に修正したほうが良い。
幹事長：修正する。
F会員：委任状の電磁的提出は、本人確認の問題、システムの問題があるので、円滑に行くように細則を定めていただきたい。
G会員：オンライン投票の施行日は次の総会からなのか。
幹事長：施行日を明記していないが、その想定である。

　イ　決議
　　　以上の点を踏まえて，会則改正について審議した結果，別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

（２）　次年度幹事（副幹事長、全期幹事及び各期幹事）の選任決議
幹事長　飯島奈絵
	別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

（３）　次年度選考委員の選任決議　　　　　　　　　　幹事長　飯島奈絵
　　　別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。


４　法曹在職４０年会員（３４期）顕彰　７名（敬称略，五十音順）
青本悦男  　岩永恵子　　梅田章二  　中井康之
宮崎裕二  　宮崎陽子　　村松昭夫  

記念品として、キリコのぐい飲みを贈呈した。

松村会員：色々あったが、何とかここまできた。今も現役で頑張っている。中間のお祝いをしていただいたと思っている。公害環境の問題をやってきて、山あり谷ありだった。それなりの成果も得られた。これからも頑張っていきたい。春秋会では２０数年前、政策委員長をしたが、その後ご無沙汰していた。機会があったら一緒に仕事をさせていただきたいと思う。

中井会員：春秋会の会務にほとんど参加できておらず申し訳ない。４０年間色々あった。昨今の司法試験の受験者数を見ると寂しい気持ちがある。次の世代に活躍していただくことを期待している。

５　大阪弁護士会理事者挨拶・会務報告　　　　　　　　会長　福田健次
副会長　黒田　愛

福田会長：大阪弁護士会で今年度はかなり多くの会長声明を出した。谷間世代に関しては、一律給付を目指してやっている。表立った不祥事、会員の逮捕等はなかった。臨時総会は２回開催した。最初の臨時総会は弁護士共同法人制度の創設についてのものだった。まだ設立はないが今後あるだろう。これまで製本した総会議案書を会員全員分用意していたが、議案書を必要な人だけということにした。かなりの削減になる。日弁連でも多数会長声明を出した。日弁連で刑事とLACの主担当をした。

黒田副会長：会員の不祥事の大きな原因として、若手は経済的困窮、事件の処理がうまくいかない、シニアは上手にリタイアに持っていけないというのがあると思う。不祥事の問題を真剣に考え、副会長で情報共有し、早期に寄り添うという対応を行ってきた。
３月７日の臨時総会では若手の会費減額を会費減額が可決された。春秋会からも色んな意見をいただいた。もう少し慎重に議論をしてからとか、他の支援の方法もという意見もあった。結果としては、良い選択だったのではないかと感じている。今はどこも若手の人材の取り合い。他の士業等でも高齢化が問題となっている。そのような中でロースクール、司法修習生制度があり、毎年１４００～１５００人会員が増えることに感謝している。
日弁理事会に理事として参加した。今年はほぼすべての理事がリアル参加した。理事会へのテレビ会議での参加許可は、これまではコロナ理由しか認められなかったが、許可対象が増え、参加しやすいように工夫がなされた。人権の問題、今後の敵基地反撃能力・国家安全の問題に、日弁連として立ち向かっていかなければならない責任の重さを感じた。

福田会長：もっと日弁にみなさんが出て行ってほしいと思っている。若い人に事務次長なってほしい。最高裁の裁判官になる人がいないかと思っている。この春秋会からでてくれないかと思っている。

６　活動報告
（1） 2022年度活動報告　　　　　　　　　　　　　　幹事長　飯島奈絵
今年度は、幹事会にオンラインで気軽に参加していただけるよう気を配った。オンラインだから参加できるとの意見も多くいただいた。出席率も良かった。
新人の７５期にも各委員会に入ってもらい、次年度、より楽しい春秋会にしていだければと思う。

（2） 各委員会活動報告
ア　選考委員会　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　飯島奈絵
高江俊名先生が副会長に向けて準備を進めている。

イ　政策委員会　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　中島宏治
　　下記の勉強会、シンポジウムを開催した。
５月１２日「情報セキュリティ規定案勉強会」
１０月７日「政策シンポジウム　弁護士の人権活動は持続可能か」
アンケートの意見を添付している。非常に良い意見をいただいている。
２月２２日「若手会費減額問題意見交換会」
３月７日「政策シンポジウム　弁護団活動のススメ」

ウ　研修委員会　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　西念京祐
　　下記の研修会を開催した。
５月１３日「ウクライナの今、これまで。ロシア市民の思いは？」
７月２２日「しくじり先生～教育事業撤退の経験から学んだこと」
１１月７日「裁判官！当職そこが知りたかったのです。あれから５年…」
２月１３日「ファッション六法全書」
　　　コロナによる制限も徐々に緩和され、ハイブリット企画を実施した。岡　口裁判官企画ではトータル７００名の参加があり、史上最多と思う。ハイブリット開催のノウハウを活かしていければ良いと思う。

エ　広報委員会　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長  堀川智子
　会議は夕方に開催し、毎会議後、食事会を開催した。
毎月ニュースレターを発行した。ぜひ読んでいただきたい。
会報は年に２回発行している。春号は高江先生応援号。政策シンポ「弁　　
護士の人権活動は持続可能か」についても特集で詳細に取り上げた。アイ　
ヌの記事は丹羽雅雄先生に起稿いただいて、読み応えがある
　　　　広報委員として色々していただきながら、委員会後の食事会への参加が難しかった委員には、謝礼品の贈呈をした。委員会活動の活性化を後押ししていただければと思う。

オ　親睦委員会　　　　　　　　　　　　　　　　 委員長　宮下泰彦
　　下記企画を行った。委員メンバーは若手が多く、企画の立案から実施ま　
で関わった。
　　６月７日　７３期・７４期　新人歓迎会
８月２７日　オリックスビスタルーム観戦
１０月２８・２９日　７３期・７４期　新人歓迎旅行
１１月２２日　ワインの夕べ
２月２０日　副会長当選祝賀会・７５期新人歓迎会
３月１８・１９日　７５期　新人歓迎旅行

カ　若手会　　　　　　　　　　　　　　　　 担当副幹事長　富井和哉
下記企画を行った。
７月８日　追いコン（６２～６４期）兼新人歓迎会
７月２０日　破産研修①
８月５日　ビアパーティ
９月２８日　破産研修②
１１月５・６日　グランピング
１１月１９日　若手会対応ゴルフ
１２月８日　美食会
３月４日　カート大会（親睦委員会共催）
３月１３日　追いコン（６５期）兼新人歓迎会
グランピング等、楽しい企画が多かったが、３月の追いコン兼新人歓迎会　
では、追い出しの対象となる６５期の参加者がゼロとなり、参加者集めの難しさを感じた。

（3） 会計報告　　　　　　　　　　　　　　　　　 副幹事長　渡部真樹子
資料１０。
新設された委員会活動運営補助費・活性化費は３２．６１％の執行割合。

資料１１　ガイドライン
委員会活動だけでなく、対象に正副幹事長を追加した。

（４）報告事項に関する質疑応答
　　　特になし。

７　次年度副会長　高江先生挨拶
　　４月１日の土曜当番にあたっており、執務が始まる。５月に憲法週間があ
り、記念シンポをやる。準備期間が短く大変である。みんなで協力しながら
１年間やっていきたいと考えている。
　　
８　２０２２年度執行部退任挨拶
　　
９　２０２３年度執行部・委員長就任挨拶
来年度のキャッチフレーズ：支え合い　繋がり広がる　春秋会

１０　閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副幹事長　松井淑子

※　懇親会　大阪弁護士会館　1002号会議室　※
2

